
議
案
第
四
十
五
号

杉
並
区
特
別
区
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
一
年
六
月
六
日

提
出
者

杉
並
区
長

山

田

宏

杉
並
区
特
別
区
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

杉
並
区
特
別
区
税
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
杉
並
区
条
例
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
第
二
項
」
を
削
る
。

第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者
」
を

「
前
項
の
特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
三
十
六
条
の
三
中
「
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
所
得
及
び
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以

外
の
所
得
に
係
る
所
得
割
額
を
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
所
得

割
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
三
十
六
条
の
五
第
一
項
中
「
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税

額
に
加
算
し
た
所
得
割
額
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
所
得
割
額
を
控
除
し
た
額
）
」
を
削
り
、

同
条
第
二
項
中
「
及
び
同
条
第
二
項
」
を
削
り
、
「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
、
「
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
所
得
及
び
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の

所
得
に
係
る
所
得
割
額
を
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
所
得
割
額



を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
（
同
項
に
規
定
す
る
年

金
所
得
に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
」
を
削
る
。

附
則
第
三
条
の
五
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
区
民
税
の
住
宅
借
入
金
等

特
別
税
額
控
除
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
居
住
年
」
の
下
に
「
（
次
条
に
お
い
て
「
居
住
年
」

と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
区
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
た
後
に
区
民
税
住
宅

借
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時

ま
で
に
区
民
税
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
が
提
出
さ
れ
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
区
長

に
お
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
又
は
」
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

え
る
。

第
三
条
の
五
の
二

平
成
二
十
二
年
度
か
ら
平
成
三
十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
区
民
税
に
限
り
、

所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
又
は
第
四
十
一

条
の
二
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
（
居
住
年
が
平
成
十
一
年
か
ら
平
成
十
八
年
ま
で
又
は

平
成
二
十
一
年
か
ら
平
成
二
十
五
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
前
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
と
き
は
、
法
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に

よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合

の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
適
用
す
る
。

一

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
度
分
の
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告

書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
区
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た

も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
第
二
十
五
条
第
一
項
の
確
定
申
告
書
を
含
む
。
）
に
租
税



特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
額
の
控
除
に
関
す

る
事
項
の
記
載
が
あ
る
場
合
（
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得

な
い
理
由
が
あ
る
と
区
長
が
認
め
る
場
合
を
含
む
。
）

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
度
の
初
日
の
属
す

る
年
の
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
法
第
三
百
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
給
与
支
払
報

告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
者
か
ら
給
与
の
支
払
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
つ
て
、
前
年
中
に
お

い
て
給
与
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
つ
た
も
の
が
、
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税
特
別
措

置
法
第
四
十
一
条
の
二
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
場
合

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
一
条
中
「
前
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
三
条
及
び
附
則
第
三
条
の

五
の
二
第
一
項
」
と
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
ま
で
及
び

附
則
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
」
と
す
る
。

附
則
第
四
条
第
二
項
中
「
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
」
の
下
に
「
、
附
則
第
三
条
の
五
の
二
第
一

項
」
を
加
え
る
。

附
則
第
七
条
第
三
項
第
二
号
中
「
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
」
の
下
に
「
、
附
則
第
三
条
の
五
の

二
第
一
項
」
を
、
「
及
び
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
」
の
下
に

「
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
七

条
第
一
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
の
金
額
」
と
」
を
加
え
、
「
及
び
附
則
第
三
条

の
五
第
一
項
」
を
「
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
及
び
附
則
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
第
三
項
第
二
号
中
「
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
」
の
下
に
「
、
附
則
第
三
条
の
五
の



二
第
一
項
」
を
、
「
及
び
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
」
の
下
に

「
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
九

条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
と
」
を
加
え
、
「
及
び
附
則
第
三
条
の

五
第
一
項
」
を
「
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
及
び
附
則
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
条
第
一
項
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
、

同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
」
の
下
に
「
、
附
則
第
三
条
の
五
の
二
第
一

項
」
を
、
「
及
び
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
」
の
下
に
「
、
第

二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
条
第
一

項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
」
を
加
え
、
「
及
び
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
」
を
「
、

附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
及
び
附
則
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
平
成
二
十
一
年
度
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
第
三
十
五
条
」
を
「
第
三
十
五
条
の
二
」
に
、
「
第
三
十
七
条
の
九
の
四
」
を
「
第

三
十
七
条
の
九
の
五
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
条
第
五
項
第
二
号
中
「
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
」
の
下
に
「
、
附
則
第
三
条
の
五

の
二
第
一
項
」
を
、
「
及
び
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
」
の

下
に
「
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則

第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
」
を
加
え
、
「
及
び
附
則
第
三
条
の
五
第

一
項
」
を
「
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
及
び
附
則
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
中
「
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
」
の
下
に
「
、
附
則
第
三
条
の
五

の
二
第
一
項
」
を
、
「
及
び
附
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
」
の



下
に
「
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則

第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
」
を
加
え
、
「
及
び
附
則
第

三
条
の
五
第
一
項
」
を
「
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
及
び
附
則
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
」
に
改
め

る
。附

則
第
十
三
条
の
二
の
見
出
し
中
「
特
定
管
理
株
式
」
を
「
特
定
管
理
株
式
等
」
に
改
め
、
同
条
第

一
項
中
「
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
又
は
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
保
有
株
式
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
特
定
保
有
株
式
」
と
い
う
。
）
」
を
、
「
当
該
特
定
管
理
株
式
」
の
下
に
「
又
は
特
定
保
有

株
式
」
を
加
え
る
。

附
則
第
十
四
条
第
二
項
及
び
第
六
項
中
「
第
三
十
七
条
の
十
二
の
二
第
五
項
」
を
「
第
三
十
七
条
の

十
二
の
二
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
事
業
所
得
又
は
」
を
「
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得
又
は
」
に
、
「
事

業
所
得
及
び
」
を
「
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得
及
び
」
に
、
「
金
額
及
び
」
を
「
金
額
、
譲
渡
所
得
の
金

額
及
び
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
」
の
下
に
「
、
附
則
第
三

条
の
五
の
二
第
一
項
」
を
、
「
及
び
附
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の

額
」
と
」
の
下
に
「
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額

並
び
に
附
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
」
を
加
え
、

「
及
び
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
」
を
「
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
及
び
附
則
第
三
条
の
五
の
二
第

一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
四
条
の
四
第
二
項
第
二
号
中
「
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
」
の
下
に
「
、
附
則
第
三
条

の
五
の
二
第
一
項
」
を
、
「
及
び
附
則
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の



額
」
と
」
の
下
に
「
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額

並
び
に
附
則
第
十
四
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
」
と
」
を
加
え
、
「
及
び
附

則
第
三
条
の
五
第
一
項
」
を
「
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
及
び
附
則
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
」
に

改
め
、
同
条
第
五
項
第
二
号
中
「
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
」
の
下
に
「
、
附
則
第
三
条
の
五
の
二

第
一
項
」
を
、
「
及
び
附
則
第
十
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
」
の

下
に
「
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則

第
十
四
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
」
と
」
を
加
え
、
「
及
び
附
則
第
三
条
の

五
第
一
項
」
を
「
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
及
び
附
則
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条

杉
並
区
特
別
区
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
年
杉
並
区
条
例
第
三
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
一
条
第
二
号
中
「
次
条
第
二
十
一
項
及
び
第
二
十
二
項
」
を
「
次
条
第
十
九
項
及
び
第
二
十

項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
十
五
項
」
を
「
第
十
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
次
条
第

十
六
項
か
ら
第
二
十
項
ま
で
」
を
「
次
条
第
十
四
項
か
ら
第
十
八
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
条
第
八
項
中
「
平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
三
年
十
二
月
三
十
一

日
」
に
、
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
」
を
「
当
該
上
場
株

式
等
に
係
る
課
税
配
当
所
得
の
金
額
の
百
分
の
一
・
八
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
十
一

項
中
「
（
次
項
及
び
第
十
四
項
に
お
い
て
「
源
泉
徴
収
選
択
口
座
内
配
当
等
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、

同
条
中
第
十
二
項
を
削
り
、
第
十
三
項
を
第
十
二
項
と
し
、
第
十
四
項
を
削
り
、
第
十
五
項
を
第
十
三

項
と
し
、
第
十
六
項
を
第
十
四
項
と
し
、
同
条
第
十
七
項
中
「
平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を

「
平
成
二
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に
、
「
平
成
二
十
年
改
正
令
附
則
第
七
条
第
十
一
項
」
を
「
地



方
税
法
施
行
令
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二

十
年
政
令
第
百
五
十
二
号
）
附
則
第
七
条
第
十
項
」
に
、
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ

当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
」
を
「
上
場
株
式
等
に
係
る
課
税
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
上
場
株
式
等
に
係

る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
次
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
条
例
附
則
第
十
三
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
条
例
第
十
八
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ

の
適
用
後
の
金
額
）
を
い
う
。
）
の
百
分
の
一
・
八
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第

十
五
項
と
し
、
同
条
第
十
八
項
中
「
附
則
第
二
条
第
十
七
項
」
を
「
附
則
第
二
条
第
十
五
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
十
六
項
と
し
、
同
条
第
十
九
項
中
「
第
十
七
項
」
を
「
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
十
七
項
と
し
、
同
条
第
二
十
項
中
「
第
十
七
項
」
を
「
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

十
八
項
と
し
、
同
条
第
二
十
一
項
を
同
条
第
十
九
項
と
し
、
同
条
第
二
十
二
項
中
「
平
成
二
十
二
年
十

二
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
項
と
す
る
。

附

則

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
杉
並
区
特
別
区
税
条
例
附
則
第
三
条
の
五
の
見
出
し
を
削
る
改
正
規
定
、
同
条
の
前
に

見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、

同
条
例
附
則
第
四
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、
同
条
例
附
則
第
七
条
第
三
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同

条
例
附
則
第
九
条
第
三
項
第
二
号
の
改
正
規
定
（
「
及
び
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民

税
の
所
得
割
の
額
」
と
」
の
下
に
「
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」



と
」
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
条
例
附
則
第
十
条
第
三
項
第
二
号
の
改
正
規
定
（
「
及
び
附

則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
」
の
下
に
「
、
第
二
十
条
の
二
第
一

項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る

長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
」
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
条
例
附
則
第
十
二
条
第
五
項
第
二

号
の
改
正
規
定
（
「
及
び
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
」
の

下
に
「
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附

則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
」
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同

条
例
附
則
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
（
「
及
び
附
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

区
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
」
の
下
に
「
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る

の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の

金
額
」
と
」
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
条
例
附
則
第
十
三
条
の
二
並
び
に
第
十
四
条
第
二
項

及
び
第
六
項
の
改
正
規
定
、
同
条
例
附
則
第
十
四
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
（
「
及
び
附

則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
」
の
下
に
「
、
第
二
十
条
の

二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
四
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
」
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
条
例

附
則
第
十
四
条
の
四
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
（
「
及
び
附
則
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
」
の
下
に
「
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と

あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
四
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の

額
」
と
」
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
同
条
第
五
項
第
二
号
の
改
正
規
定
（
「
及
び
附
則
第

十
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
」
の
下
に
「
、
第
二
十
条
の
二
第



一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
四
条
の
四
第
三
項
に

規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
」
と
」
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。
）

平
成
二
十
二
年
一
月
一
日

二

第
一
条
中
杉
並
区
特
別
区
税
条
例
附
則
第
三
条
の
五
第
三
項
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
第

三
項
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
の
規
定

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

三

第
一
条
中
杉
並
区
特
別
区
税
条
例
附
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定

平
成
二
十
三
年
一

月
一
日

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
杉
並
区
特
別
区
税
条
例
附
則
第
三
条
の
五
第
三
項
の
規
定
は
、

平
成
二
十
二
年
度
以
後
の
年
度
分
の
区
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
一
年
度
分
ま
で
の
区
民
税

に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
区
民
税
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

（
提
案
理
由
）

新
た
な
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
を
創
設
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
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杉
並
区
特
別
区
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照
表

第
一
条
に
よ
る
改
正
（
杉
並
区
特
別
区
税
条
例
の
一
部
改
正
）

新

条

例

旧

条

例

（
区
民
税
の
徴
収
の
方
法
）

（
区
民
税
の
徴
収
の
方
法
）

第
二
十
八
条

区
民
税
は
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十

第
二
十
八
条

区
民
税
は
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十

六
条
の
二
第
一
項

、
第
三
十
六

六
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
六

条
の
五
又
は
第
三
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
つ
て

条
の
五
又
は
第
三
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
つ
て

特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
普

特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
普

通
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
。

通
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
。

２

略

２

略

（
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
区
民
税
の
特
別

（
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
区
民
税
の
特
別

徴
収
）

徴
収
）

第
三
十
六
条
の
二

略

第
三
十
六
条
の
二

略

２

前
項
の
特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者
に
つ
い

て
、
当
該
特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者
の
前
年
中

の
所
得
に
給
与
所
得
及
び
公
的
年
金
等
に
係
る
所

得
以
外
の
所
得
が
あ
る
場
合
（
第
三
十
三
条
第
二

項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お

資 料 １
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い
て
は
、
当
該
給
与
所
得
及
び
公
的
年
金
等
に
係

る
所
得
以
外
の
所
得
に
係
る
所
得
割
額
を
前
項
の

規
定
に
よ
つ
て
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収

す
べ
き
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
に
加
算

し
て
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
。

２

前
項
の
特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者

に
対
し

３

第
一
項
の
特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者
に
対
し

て
課
す
る
区
民
税
の
う
ち
当
該
特
別
徴
収
対
象
年

て
課
す
る
区
民
税
の
う
ち
当
該
特
別
徴
収
対
象
年

金
所
得
者
の
前
年
中
の
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得

金
所
得
者
の
前
年
中
の
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得

に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
の
合
算
額
か
ら

に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
の
合
算
額
か
ら

年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
を
控
除
し
た
額

年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
を
控
除
し
た
額

を
第
二
十
九
条
第
一
項
の
納
期
の
う
ち
当
該
年
度

を
第
二
十
九
条
第
一
項
の
納
期
の
う
ち
当
該
年
度

の
初
日
か
ら
そ
の
日
の
属
す
る
年
の
九
月
三
十
日

の
初
日
か
ら
そ
の
日
の
属
す
る
年
の
九
月
三
十
日

ま
で
の
間
に
到
来
す
る
も
の
に
お
い
て
普
通
徴
収

ま
で
の
間
に
到
来
す
る
も
の
に
お
い
て
普
通
徴
収

の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
。

の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
。

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

第
三
十
六
条
の
三

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特

第
三
十
六
条
の
三

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特

別
徴
収
に
係
る
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額

別
徴
収
に
係
る
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額

（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
所
得
及
び
公

的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
に
係
る
所
得

割
額
を
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
場
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合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
所
得
割
額
を
加
算
し
た
額

の
特

と
す
る
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
特

別
徴
収
義
務
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
に
お
い
て

別
徴
収
義
務
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
に
お
い
て

特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者
に
対
し
て
特
別
徴
収

特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者
に
対
し
て
特
別
徴
収

対
象
年
金
給
付
（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
四

対
象
年
金
給
付
（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
四

第
二
項
の
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
を
い
う
。
以

第
二
項
の
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
を
い
う
。
以

下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
払
を
す
る
者

下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
払
を
す
る
者

（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
年
金
保
険
者
」
と
い

（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
年
金
保
険
者
」
と
い

う
。
）
と
す
る
。

う
。
）
と
す
る
。

（
年
金
所
得
に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額
等
）

（
年
金
所
得
に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額
等
）

第
三
十
六
条
の
五

当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年

第
三
十
六
条
の
五

当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年

の
前
年
の
十
月
一
日
か
ら
そ
の
翌
年
の
三
月
三
十

の
前
年
の
十
月
一
日
か
ら
そ
の
翌
年
の
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給

一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給

付
の
支
払
の
際
、
前
条
第
二
項
の
支
払
回
数
割
特

付
の
支
払
の
際
、
前
条
第
二
項
の
支
払
回
数
割
特

別
徴
収
税
額
を
徴
収
さ
れ
て
い
た
特
別
徴
収
対
象

別
徴
収
税
額
を
徴
収
さ
れ
て
い
た
特
別
徴
収
対
象

年
金
所
得
者
に
つ
い
て
、
老
齢
等
年
金
給
付
が
当

年
金
所
得
者
に
つ
い
て
、
老
齢
等
年
金
給
付
が
当

該
年
度
の
初
日
か
ら
そ
の
日
の
属
す
る
年
の
九
月

該
年
度
の
初
日
か
ら
そ
の
日
の
属
す
る
年
の
九
月

三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
支
払
わ
れ
る
場
合
に

三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
支
払
わ
れ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者
の

お
い
て
は
、
当
該
特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者
の

前
年
中
の
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
所
得

前
年
中
の
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
所
得

資 料 １
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割
額
及
び
均
等
割
額
の
合
算
額
と
し
て
年
金
所
得

割
額
及
び
均
等
割
額
の
合
算
額
と
し
て
年
金
所
得

に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額
（
当
該
年
度
の
前
年
度

に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額
（
当
該
年
度
の
前
年
度

に
お
い
て
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

に
お
い
て
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
さ
れ
た
年
金

り
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
さ
れ
た
年
金

所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額

所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
（
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
当
該
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額

に
加
算
し
た
所
得
割
額
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

に
相
当
す

は
、
当
該
所
得
割
額
を
控
除
し
た
額
）
に
相
当
す

る
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）

る
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
そ
の
日
の
属
す
る
年

を
、
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
そ
の
日
の
属
す
る
年

の
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
特
別
徴
収
対

の
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
特
別
徴
収
対

象
年
金
給
付
の
支
払
を
す
る
際
、
特
別
徴
収
の
方

象
年
金
給
付
の
支
払
を
す
る
際
、
特
別
徴
収
の
方

法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
。

法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
。

２

当
該
年
度
の
初
日
か
ら
そ
の
日
の
属
す
る
年
の

２

当
該
年
度
の
初
日
か
ら
そ
の
日
の
属
す
る
年
の

九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
前
項
の
規
定
に

九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
前
項
の
規
定
に

よ
る
特
別
徴
収
が
行
わ
れ
た
特
別
徴
収
対
象
年
金

よ
る
特
別
徴
収
が
行
わ
れ
た
特
別
徴
収
対
象
年
金

所
得
者
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項

所
得
者
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
項

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
及
び

並
び
に
第
三
十
六
条
の
三
及
び
前
条

同
条
第
二
項
並
び
に
第
三
十
六
条
の
三
及
び
前
条

の
規
定
の
適
用
に
あ
つ
て
は
、
第
三
十
六
条
の
二

の
規
定
の
適
用
に
あ
つ
て
は
、
第
三
十
六
条
の
二
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第
一
項
中
「
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
」
と
あ

第
一
項
中
「
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
」
と
あ

る
の
は
、
「
か
ら
第
三
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規

る
の
は
、
「
か
ら
第
三
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規

定
す
る
年
金
所
得
に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額
を
控

定
す
る
年
金
所
得
に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額
を
控

除
し
た
額
」
と
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適

除
し
た
額
」
と
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
、
適

用
し
な
い
。

用
し
な
い
。

３

第
三
十
六
条
の
三
及
び
前
条
の
規
定
は
、
第
一

３

第
三
十
六
条
の
三
及
び
前
条
の
規
定
は
、
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
特
別
徴
収
に
つ
い
て
準
用
す

項
の
規
定
に
よ
る
特
別
徴
収
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中

「
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
」
と
あ
る
の

「
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
」
と
あ
る
の

は
「
年
金
所
得
に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額
」
と
、

は
「
年
金
所
得
に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額
」
と
、

第
三
十
六
条
の
三
中
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の

第
三
十
六
条
の
三
中
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の

は
「
第
三
十
六
条
の
五
第
一
項
」
と

は
「
第
三
十
六
条
の
五
第
一
項
」
と
、
「
（
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
所
得
及
び
公
的
年
金

等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
に
係
る
所
得
割
額
を

特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
所
得
割
額
を
加
算
し
た
額
と
す

る
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る

の
は
「
（
同
項
に
規
定
す
る
年
金
所
得
に
係
る
仮

、

特
別
徴
収
税
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、

前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
支
払
回
数
割
特
別

前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
支
払
回
数
割
特
別

資 料 １
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徴
収
税
額
」
と
あ
る
の
は
「
支
払
回
数
割
仮
特
別

徴
収
税
額
」
と
あ
る
の
は
「
支
払
回
数
割
仮
特
別

徴
収
税
額
」
と
、
同
項
中
「
の
属
す
る
年
の
十
月

徴
収
税
額
」
と
、
同
項
中
「
の
属
す
る
年
の
十
月

一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
」
と
あ
る
の
は

一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
」
と
あ
る
の
は

「
か
ら
そ
の
日
の
属
す
る
年
の
九
月
三
十
日
」
と

「
か
ら
そ
の
日
の
属
す
る
年
の
九
月
三
十
日
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

附

則

（
区
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
）

（
区
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
）

第
三
条
の
五

平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
二
十
八
年

第
三
条
の
五

平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
二
十
八
年

度
ま
で
の
各
年
度
分
の
区
民
税
に
限
り
、
所
得
割

度
ま
で
の
各
年
度
分
の
区
民
税
に
限
り
、
所
得
割

の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税

の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税

特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
又
は
第
四
十
一
条
の
二

特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
又
は
第
四
十
一
条
の
二

の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
（
同
法
第
四

の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
（
同
法
第
四

十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
年
（
次
条
に
お

十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
年

い
て
「
居
住
年
」
と
い
う
。
）
が
平
成
十
一
年
か

が
平
成
十
一
年
か

ら
平
成
十
八
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限

ら
平
成
十
八
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限

る
。
）
に
お
い
て
は
、
法
附
則
第
五
条
の
四
第
六

る
。
）
に
お
い
て
は
、
法
附
則
第
五
条
の
四
第
六

項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額

項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額

（
第
三
項
に
お
い
て
「
区
民
税
の
住
宅
借
入
金
等

（
第
三
項
に
お
い
て
「
区
民
税
の
住
宅
借
入
金
等

特
別
税
額
控
除
額
」
と
い
う
。
）
を
、
当
該
納
税

特
別
税
額
控
除
額
」
と
い
う
。
）
を
、
当
該
納
税

義
務
者
の
第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
の
規
定
を
適

義
務
者
の
第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
の
規
定
を
適
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用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。

用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。

２

略

２

略

３

第
一
項
の
規
定
は
、
区
民
税
の
所
得
割
の
納
税

３

第
一
項
の
規
定
は
、
区
民
税
の
所
得
割
の
納
税

義
務
者
が
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
三

義
務
者
が
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
三

月
十
五
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

月
十
五
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

に
よ
り
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

る
旨
及
び
区
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控

る
旨
及
び
区
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控

除
額
の
控
除
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
区
民
税

除
額
の
控
除
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
区
民
税

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
（
そ
の
提

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
（
そ
の
提

出
期
限
後
に
お
い
て
区
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送

出
期
限
後
に
お
い
て
区
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送

達
さ
れ

る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
を
含

達
さ
れ
る
時
ま
で

に
提
出
さ
れ
た
も
の
を
含

む
。
）
を
、
区
長
に
提
出
し
た
場
合
（

む
。
）
を
、
区
長
に
提
出
し
た
場
合
（
区
民
税
の

納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
た
後
に
区
民
税
住
宅
借

入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
が
提
出
さ
れ
た
場

合
に
お
い
て
、
当
該
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る

時
ま
で
に
区
民
税
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

申
告
書
が
提
出
さ
れ
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

区
長
に
お
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認

法
附
則
第
五
条
の
四
第
九
項
の
規

め
る
と
き
又
は
法
附
則
第
五
条
の
四
第
九
項
の
規

定
に
よ
り
税
務
署
長
を
経
由
し
て
提
出
し
た
場
合

定
に
よ
り
税
務
署
長
を
経
由
し
て
提
出
し
た
場
合

資 料 １
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を
含
む
。
）
に
限
り
、
適
用
す
る
。

を
含
む
。
）
に
限
り
、
適
用
す
る
。

第
三
条
の
五
の
二

平
成
二
十
二
年
度
か
ら
平
成
三

十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
区
民
税
に
限
り
、

所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ

き
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
又
は
第
四
十
一

条
の
二
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
（
居

住
年
が
平
成
十
一
年
か
ら
平
成
十
八
年
ま
で
又
は

平
成
二
十
一
年
か
ら
平
成
二
十
五
年
ま
で
の
各
年

で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
前
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
と
き
は
、
法
附
則

第
五
条
の
四
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に

よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第

十
九
条
及
び
第
二
十
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合

の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
適

用
す
る
。

一

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
年

度
分
の
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申

告
書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
区
民
税
の

納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
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れ
た
も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
第

二
十
五
条
第
一
項
の
確
定
申
告
書
を
含
む
。
）

に
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規

定
す
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
額
の
控

除
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
場
合
（
こ
れ

ら
の
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い

て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
区
長
が
認
め

る
場
合
を
含
む
。
）

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
前
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
度
の
初
日
の
属

す
る
年
の
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
法
第
三
百

十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
給
与
支

払
報
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
者
か
ら
給

与
の
支
払
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
つ
て
、
前
年

中
に
お
い
て
給
与
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な

か
つ
た
も
の
が
、
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租

税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
二
の
二
の
規
定

の
適
用
を
受
け
て
い
る
場
合

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る

第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規

資 料 １
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定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
一
条
中
「
前
三

条
」
と
あ
る
の
は
「
前
三
条
及
び
附
則
第
三
条
の

五
の
二
第
一
項
」
と
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項

中
「
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
ま
で
及
び

附
則
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
」
と
す
る
。

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
区
民
税

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
区
民
税

の
課
税
の
特
例
）

の
課
税
の
特
例
）

第
四
条

略

第
四
条

略

２

前
項
に
規
定
す
る
各
年
度
分
の
区
民
税
に
限
り
、

２

前
項
に
規
定
す
る
各
年
度
分
の
区
民
税
に
限
り
、

所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措

所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措

置
法
第
二
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
売
却
の

置
法
第
二
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
売
却
の

方
法
に
よ
り
当
該
各
号
に
定
め
る
肉
用
牛
を
売
却

方
法
に
よ
り
当
該
各
号
に
定
め
る
肉
用
牛
を
売
却

し
、
か
つ
、
そ
の
売
却
し
た
肉
用
牛
の
う
ち
に
同

し
、
か
つ
、
そ
の
売
却
し
た
肉
用
牛
の
う
ち
に
同

項
に
規
定
す
る
免
税
対
象
飼
育
牛
に
該
当
し
な
い

項
に
規
定
す
る
免
税
対
象
飼
育
牛
に
該
当
し
な
い

も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
（
そ
の
売
却
し
た
肉

も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
（
そ
の
売
却
し
た
肉

用
牛
が
す
べ
て
同
項
に
規
定
す
る
免
税
対
象
飼
育

用
牛
が
す
べ
て
同
項
に
規
定
す
る
免
税
対
象
飼
育

牛
に
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
を
含
む
。
）

牛
に
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
を
含
む
。
）

に
お
い
て
、
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

に
お
い
て
、
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

申
告
書
に
そ
の
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る
同
法
第
二

申
告
書
に
そ
の
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る
同
法
第
二

十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の

十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
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明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、
そ

明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
者
の
前
年
の
総
所
得
金
額
に
係
る
区
民
税
の
所

の
者
の
前
年
の
総
所
得
金
額
に
係
る
区
民
税
の
所

得
割
の
額
は
、
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま

得
割
の
額
は
、
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま

で
、
附
則
第
三
条
の
三
第
一
項
、
附
則
第
三
条
の

で
、
附
則
第
三
条
の
三
第
一
項
、
附
則
第
三
条
の

五
第
一
項
、
附
則
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
及
び

五
第
一
項

及
び

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
金
額

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
金
額

の
合
計
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
合
計
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

略

一

略

二

租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
五
条
第
二
項
第
二

二

租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
五
条
第
二
項
第
二

号
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
金
額
が
な
い
も
の

号
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
金
額
が
な
い
も
の

と
み
な
し
て
計
算
し
た
場
合
に
お
け
る
前
年
の

と
み
な
し
て
計
算
し
た
場
合
に
お
け
る
前
年
の

総
所
得
金
額
に
つ
き
、
第
十
六
条
か
ら
第
二
十

総
所
得
金
額
に
つ
き
、
第
十
六
条
か
ら
第
二
十

一
条
ま
で
、
附
則
第
三
条
の
三
第
一
項
、
附
則

一
条
ま
で
、
附
則
第
三
条
の
三
第
一
項
、
附
則

第
三
条
の
五
第
一
項
、
附
則
第
三
条
の
五
の
二

第
三
条
の
五
第
一
項

第
一
項
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
所

及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
所

得
割
の
額
に
相
当
す
る
金
額

得
割
の
額
に
相
当
す
る
金
額

３

略

３

略

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
に
係
る
区
民
税
の

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
に
係
る
区
民
税
の

課
税
の
特
例
）

課
税
の
特
例
）

第
七
条

略

第
七
条

略

資 料 １
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２

略

２

略

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

略

一

略

二

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
、
第
二
十

二

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
、
第
二
十

一
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
三
条
の
三
第
一

一
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
三
条
の
三
第
一

項
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
、
附
則
第
三
条

項
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項

の
五
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
三
条
の
六
の
規

及
び
附
則
第
三
条
の
六
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
条
、
第
二
十

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
条
、
第
二
十

条
の
二
第
一
項
前
段
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二

条
の
二
第
一
項
前
段
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二

十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
七
条
第
一

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
」

項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
」

と
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金

と

額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附

則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に

係
る
配
当
所
得
の
金
額
」
と
、
附
則
第
三
条
の

、
附
則
第
三
条
の

三
第
一
項
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
及
び
附

三
第
一
項
及
び
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項

則
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の

中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
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第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得

割
の
額
」
と
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
後
段
及

割
の
額
」
と
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
後
段
及

び
第
二
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

び
第
二
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規

定

に

よ

る

区

民

税

の
所

得

割

の
額

の
合

計

定

に

よ

る

区

民

税

の
所

得

割

の

額

の

合

計

額
」
と
、
附
則
第
三
条
の
六
中
「
所
得
割
の

額
」
と
、
附
則
第
三
条
の
六
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得

割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

三
及
び
四

略

三
及
び
四

略

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
区
民

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
区
民

税
の
課
税
の
特
例
）

税
の
課
税
の
特
例
）

第
九
条

略

第
九
条

略

２

略

２

略

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

略

一

略

二

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
、
第
二
十

二

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
、
第
二
十

一
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
三
条
の
三
第
一

一
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
三
条
の
三
第
一

項
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
、
附
則
第
三
条

項
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項

資 料 １
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の
五
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
三
条
の
六
の
規

及
び
附
則
第
三
条
の
六
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
条
、
第
二
十

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
条
、
第
二
十

条
の
二
第
一
項
前
段
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二

条
の
二
第
一
項
前
段
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二

十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
九
条
第
一

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
」

項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
」

と
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金

と

額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附

則
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る

事
業
所
得
等
の
金
額
」
と
、
附
則
第
三
条
の
三

、
附
則
第
三
条
の
三

第
一
項
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
及
び
附
則

第
一
項
及
び
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項

第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」

中
「
所
得
割
の
額
」

と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
九

と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の

額
」
と
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
後
段
及
び
第

額
」
と
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
後
段
及
び
第

二
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

二
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の
額
及
び
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

割
の
額
及
び
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附

る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附

則
第
三
条
の
六
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の

則
第
三
条
の
六
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の

は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
九
条
第
一
項

は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
九
条
第
一
項
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の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計

の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計

額
」
と
す
る
。

額
」
と
す
る
。

三
及
び
四

略

三
及
び
四

略

４

略

４

略

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
区
民
税
の
課
税
の
特
例
）

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
区
民
税
の
課
税
の
特
例
）

第
十
条

当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前

第
十
条

当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前

年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に

年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
譲
渡
所
得
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該

規
定
す
る
譲
渡
所
得
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該

譲
渡
所
得
に
つ
い
て
は
、
第
十
六
条
及
び
第
十
九

譲
渡
所
得
に
つ
い
て
は
、
第
十
六
条
及
び
第
十
九

条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分

条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分

し
、
前
年
中
の
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
に
対
し
、

し
、
前
年
中
の
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
に
対
し
、

長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
同
法
第
三
十
三
条
の
四

長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
同
法
第
三
十
三
条
の
四

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一

項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の

項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の

三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条

三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項

の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
該
当
す

又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
該
当
す

る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同

る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同

法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所

法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所

得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額

得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額

と
し
、
こ
れ
ら
の
金
額
に
つ
き
第
三
項
第
一
号
の

と
し
、
こ
れ
ら
の
金
額
に
つ
き
第
三
項
第
一
号
の

資 料 １
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規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
十
八
条

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
十
八
条

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後

の
金
額
。
以
下
「
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
」
と

の
金
額
。
以
下
「
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
」
と

い
う
。
）
の
百
分
の
三
に
相
当
す
る
金
額
に
相
当

い
う
。
）
の
百
分
の
三
に
相
当
す
る
金
額
に
相
当

す
る
区
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
。

す
る
区
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
。

２

略

２

略

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

略

一

略

二

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
、
第
二
十

二

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
、
第
二
十

一
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
三
条
の
三
第
一

一
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
三
条
の
三
第
一

項
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
、
附
則
第
三
条

項
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項

の
五
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
三
条
の
六
の
規

及
び
附
則
第
三
条
の
六
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
条
、
第
二
十

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
条
、
第
二
十

条
の
二
第
一
項
前
段
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二

条
の
二
第
一
項
前
段
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二

十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
条
第
一

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
」

項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
」

と
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金

と

額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
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則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得

の
金
額
」
と
、
附
則
第
三
条
の
三
第
一
項
、
附

、
附
則
第
三
条
の
三
第
一
項
及
び

則
第
三
条
の
五
第
一
項
及
び
附
則
第
三
条
の
五

附
則
第
三
条
の
五
第
一
項

の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
条
第
一
項
の

「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

二
十
条
の
二
第
一
項
後
段
及
び
第
二
項
中
「
所

二
十
条
の
二
第
一
項
後
段
及
び
第
二
項
中
「
所

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び

附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の

附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の

所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第
三
条
の

所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第
三
条
の

六
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

六
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

の
額
並
び
に
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

の
額
並
び
に
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す

る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す

る
。

る
。

三
及
び
四

略

三
及
び
四

略

（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡

（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡

し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
区
民
税
の
課
税

し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
区
民
税
の
課
税

の
特
例
）

の
特
例
）

第
十
一
条

昭
和
六
十
三
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年

第
十
一
条

昭
和
六
十
三
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年

度
ま
で
の
各
年
度
分
の
区
民
税
に
限
り
、
所
得
割

度
ま
で
の
各
年
度
分
の
区
民
税
に
限
り
、
所
得
割

資 料 １
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の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
一
項
に
規
定

の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
一
項
に
規
定

す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
（
租
税
特

す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
（
租
税
特

別
措
置
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地

別
措
置
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地

等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

譲
渡
（
同
項
に
規
定
す
る
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ

譲
渡
（
同
項
に
規
定
す
る
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
場
合
に
お
い

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
場
合
に
お
い

て
、
当
該
譲
渡
が
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡

て
、
当
該
譲
渡
が
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡

（
法
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る

（
法
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る

優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
）
に
該

優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
）
に
該

当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る

当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る

譲
渡
所
得
（
次
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
譲
渡

譲
渡
所
得
（
次
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
譲
渡

所
得
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

所
得
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す

に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す

る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か

る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
額
と

応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
額
と

す
る
。

す
る
。

一
及
び
二

略

一
及
び
二

略

２

前
項
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
三
年
度
か
ら
平
成

２

前
項
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
三
年
度
か
ら
平
成

二
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
区
民
税
に
限

二
十
一
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
区
民
税
に
限
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り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第

り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第

一
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地

一
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地

等
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が

等
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が

確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
（
法

確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
（
法

附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
確
定

附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
確
定

優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。

優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と

き
に
お
け
る
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得

き
に
お
け
る
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得

に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す

に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す

る
区
民
税
の
所
得
割
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

る
区
民
税
の
所
得
割
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
法
附
則
第
三
十
四

場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
法
附
則
第
三
十
四

条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る

条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
譲
渡
は
確
定
優
良
住
宅

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
譲
渡
は
確
定
優
良
住
宅

地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
で
は
な
か
つ
た
も
の

地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
で
は
な
か
つ
た
も
の

と
み
な
す
。

と
み
な
す
。

３

第
一
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

３

第
一
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
所
得
割
の
納
税
義
務

む
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
所
得
割
の
納
税
義
務

者
が
、
そ
の
有
す
る
土
地
等
に
つ
き
、
租
税
特
別

者
が
、
そ
の
有
す
る
土
地
等
に
つ
き
、
租
税
特
別

措
置
法
第
三
十
三
条
か
ら
第
三
十
三
条
の
四
ま

措
置
法
第
三
十
三
条
か
ら
第
三
十
三
条
の
四
ま

で
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
五
条
の
二
ま
で
、

で
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
五
条

ま
で
、

資 料 １
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第
三
十
六
条
の
二
、
第
三
十
六
条
の
五
、
第
三
十

第
三
十
六
条
の
二
、
第
三
十
六
条
の
五
、
第
三
十

七
条
、
第
三
十
七
条
の
四
か
ら
第
三
十
七
条
の
七

七
条
、
第
三
十
七
条
の
四
か
ら
第
三
十
七
条
の
七

ま
で
又
は
第
三
十
七
条
の
九
の
二
か
ら
第
三
十
七

ま
で
又
は
第
三
十
七
条
の
九
の
二
か
ら
第
三
十
七

条
の
九
の
五
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き

条
の
九
の
四
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き

は
、
当
該
土
地
等
の
譲
渡
は
、
第
一
項
に
規
定
す

は
、
当
該
土
地
等
の
譲
渡
は
、
第
一
項
に
規
定
す

る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
又
は
前
項
に
規

る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
又
は
前
項
に
規

定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲

定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲

渡
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

渡
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

（
短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
区
民
税
の
課
税
の
特
例
）

（
短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
区
民
税
の
課
税
の
特
例
）

第
十
二
条

略

第
十
二
条

略

２
〜
４

略

２
〜
４

略

５

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次

５

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

略

一

略

二

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
、
第
二
十

二

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
、
第
二
十

一
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
三
条
の
三
第
一

一
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
三
条
の
三
第
一

項
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
、
附
則
第
三
条

項
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項

の
五
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
三
条
の
六
の
規

及
び
附
則
第
三
条
の
六
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
条
、
第
二
十

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
条
、
第
二
十

条
の
二
第
一
項
前
段
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二

条
の
二
第
一
項
前
段
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
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十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
二
条
第

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
」

一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
」

と
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金

と

額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附

則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所

得
の
金
額
」
と
、
附
則
第
三
条
の
三
第
一
項
、

、
附
則
第
三
条
の
三
第
一
項
及

附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
及
び
附
則
第
三
条
の

び
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項

五
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の

は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
第
一

は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
」

項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
」

と
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
後
段
及
び
第
二
項

と
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
後
段
及
び
第
二
項

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の

額
及
び
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

額
及
び
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

区
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附
則

区
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附
則

第
三
条
の
六
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

第
三
条
の
六
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
第
一
項

「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計

の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計

額
」
と
す
る
。

額
」
と
す
る
。

三
及
び
四

略

三
及
び
四

略

資 料 １
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（
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
区
民
税
の
課

（
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
区
民
税
の
課

税
の
特
例
）

税
の
特
例
）

第
十
三
条

略

第
十
三
条

略

２

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に

２

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

略

一

略

二

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
、
第
二
十

二

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
、
第
二
十

一
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
三
条
の
三
第
一

一
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
三
条
の
三
第
一

項
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
、
附
則
第
三
条

項
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項

の
五
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
三
条
の
六
の
規

及
び
附
則
第
三
条
の
六
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
条
、
第
二
十

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
条
、
第
二
十

条
の
二
第
一
項
前
段
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二

条
の
二
第
一
項
前
段
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二

十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
三
条
第

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
」

一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
」

と
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金

と

額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附

則
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
株
式
等
に
係

る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
附
則
第
三
条
の

、
附
則
第
三
条
の

三
第
一
項
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
及
び
附

三
第
一
項
及
び
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
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則
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の

中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所

得
割
の
額
」
と
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
後
段

得
割
の
額
」
と
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
後
段

及
び
第
二
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

及
び
第
二
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
三
条
第
一
項
の

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計

規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計

額
」
と
、
附
則
第
三
条
の
六
中
「
所
得
割
の

額
」
と
、
附
則
第
三
条
の
六
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所

得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

三
及
び
四

略

三
及
び
四

略

（
特
定
管
理
株
式
等
が
価
値
を
失
つ
た
場
合
の
株
式

（
特
定
管
理
株
式

が
価
値
を
失
つ
た
場
合
の
株
式

等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
課
税
の
特
例
）

等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
課
税
の
特
例
）

第
十
三
条
の
二

区
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者

第
十
三
条
の
二

区
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者

に
つ
い
て
、
そ
の
有
す
る
租
税
特
別
措
置
法
第
三

に
つ
い
て
、
そ
の
有
す
る
租
税
特
別
措
置
法
第
三

十
七
条
の
十
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
管
理

十
七
条
の
十
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
管
理

株
式
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
特
定

株
式
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
特
定

管
理
株
式
」
と
い
う
。
）
又
は
同
条
第
一
項
に
規

管
理
株
式
」
と
い
う
。
）

定
す
る
特
定
保
有
株
式
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

資 料 １
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「
特
定
保
有
株
式
」
と
い
う
。
）
が
株
式
と
し
て

が
株
式
と
し
て

の
価
値
を
失
つ
た
こ
と
に
よ
る
損
失
が
生
じ
た
場

の
価
値
を
失
つ
た
こ
と
に
よ
る
損
失
が
生
じ
た
場

合
と
し
て
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
実
が
発

合
と
し
て
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
実
が
発

生
し
た
と
き
は
、
当
該
事
実
が
発
生
し
た
こ
と
は

生
し
た
と
き
は
、
当
該
事
実
が
発
生
し
た
こ
と
は

当
該
特
定
管
理
株
式
又
は
特
定
保
有
株
式
の
譲
渡

当
該
特
定
管
理
株
式

の
譲
渡

（
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二

（
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二

十
五
号
）
第
二
十
八
条
第
八
項
第
三
号
イ
に
掲
げ

十
五
号
）
第
二
十
八
条
第
八
項
第
三
号
イ
に
掲
げ

る
取
引
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下

る
取
引
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下

こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
こ

こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
こ

と
と
、
当
該
損
失
の
金
額
と
し
て
令
附
則
第
十
八

と
と
、
当
該
損
失
の
金
額
と
し
て
令
附
則
第
十
八

条
の
二
第
五
項
で
定
め
る
金
額
は
当
該
特
定
管
理

条
の
二
第
五
項
で
定
め
る
金
額
は
当
該
特
定
管
理

株
式
又
は
特
定
保
有
株
式
の
譲
渡
を
し
た
こ
と
に

株
式

の
譲
渡
を
し
た
こ
と
に

よ
り
生
じ
た
損
失
の
金
額
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し

よ
り
生
じ
た
損
失
の
金
額
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し

て
、
こ
の
条
及
び
前
条
の
規
定
そ
の
他
の
こ
の
条

て
、
こ
の
条
及
び
前
条
の
規
定
そ
の
他
の
こ
の
条

例
の
規
定
を
適
用
す
る
。

例
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２
及
び
３

略

２
及
び
３

略

（
特
定
中
小
会
社
が
発
行
し
た
株
式
に
係
る
譲
渡
損

（
特
定
中
小
会
社
が
発
行
し
た
株
式
に
係
る
譲
渡
損

失
の
繰
越
控
除
等
）

失
の
繰
越
控
除
等
）

第
十
四
条

略

第
十
四
条

略

２

前
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
事
実
が
発

２

前
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
事
実
が
発
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生
し
た
年
の
末
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の

生
し
た
年
の
末
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の

第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に

第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
申
告
書
又
は
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

よ
る
申
告
書
又
は
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
そ
の
提
出
期

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
そ
の
提
出
期

限
後
に
お
い
て
区
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ

限
後
に
お
い
て
区
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ

れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時
ま

れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時
ま

で
に
提
出
さ
れ
た
第
二
十
五
条
第
一
項
の
確
定
申

で
に
提
出
さ
れ
た
第
二
十
五
条
第
一
項
の
確
定
申

告
書
又
は
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
三

告
書
又
は
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
三

の
二
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
七

の
二
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
七

条
の
十
二
の
二
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
所

条
の
十
二
の
二
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
所

得
税
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申

得
税
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申

告
書
を
含
む
。
）
に
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

告
書
を
含
む
。
）
に
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

よ
う
と
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
と
き
（
こ
れ
ら
の

よ
う
と
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
と
き
（
こ
れ
ら
の

申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む

申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む

を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
区
長
が
認
め
る
と
き
を

を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
区
長
が
認
め
る
と
き
を

含
む
。
）
に
限
り
、
適
用
す
る
。

含
む
。
）
に
限
り
、
適
用
す
る
。

３
〜
５

略

３
〜
５

略

６

第
三
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る

６

第
三
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る

第
二
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条

第
二
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条

第
一
項
中
「
確
定
申
告
書
（
」
と
あ
る
の
は
「
確

第
一
項
中
「
確
定
申
告
書
（
」
と
あ
る
の
は
「
確

資 料 １
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定
申
告
書
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十

定
申
告
書
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十

三
の
二
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十

三
の
二
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十

七
条
の
十
二
の
二
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

七
条
の
十
二
の
二
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る

所
得
税
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

所
得
税
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

申
告
書
を
含
む
。
」
と
、
「
又
は
第
三
項
か
ら
第

申
告
書
を
含
む
。
」
と
、
「
又
は
第
三
項
か
ら
第

五
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
三
項
か

五
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
三
項
か

ら
第
五
項
ま
で
又
は
附
則
第
十
四
条
第
五
項
に
お

ら
第
五
項
ま
で
又
は
附
則
第
十
四
条
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
前
条
第
五
項
」
と
、
同
条
第
二
項

い
て
準
用
す
る
前
条
第
五
項
」
と
、
同
条
第
二
項

中
「
又
は
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
と
あ
る
の

中
「
又
は
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
と
あ
る
の

は
「
若
し
く
は
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
又
は
附

は
「
若
し
く
は
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
又
は
附

則
第
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第

則
第
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第

五
項
」
と
す
る
。

五
項
」
と
す
る
。

（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
区
民
税
の
課

（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
区
民
税
の
課

税
の
特
例
）

税
の
特
例
）

第
十
四
条
の
二

当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務

第
十
四
条
の
二

当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務

者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の

者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の

十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得

十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
又
は

又
は
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
所

雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
所

得
、
譲
渡
所
得
及
び
雑
所
得
に
つ
い
て
は
、
第
十

得
及
び

雑
所
得
に
つ
い
て
は
、
第
十

六
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他

六
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
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の
所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の
当
該
事
業
所
得
の

の
所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の
当
該
事
業
所
得
の

金
額
、
譲
渡
所
得
の
金
額
及
び
雑
所
得
の
金
額
と

金
額
及
び

雑
所
得
の
金
額
と

し
て
令
附
則
第
十
八
条
の
七
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

し
て
令
附
則
第
十
八
条
の
七
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
計
算
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

よ
り
計
算
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
い

「
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
い

う
。
）
に
対
し
、
先
物
取
引
に
係
る
課
税
雑
所
得

う
。
）
に
対
し
、
先
物
取
引
に
係
る
課
税
雑
所
得

等
の
金
額
（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額

等
の
金
額
（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額

（
次
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

（
次
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
第
十
八
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に

さ
れ
る
第
十
八
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
を
い
う
。
）
の
百
分

は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
を
い
う
。
）
の
百
分

の
三
に
相
当
す
る
金
額
に
相
当
す
る
区
民
税
の
所

の
三
に
相
当
す
る
金
額
に
相
当
す
る
区
民
税
の
所

得
割
を
課
す
る
。

得
割
を
課
す
る
。

２

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に

２

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

略

一

略

二

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
、
第
二
十

二

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
、
第
二
十

一
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
三
条
の
三
第
一

一
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
三
条
の
三
第
一

項
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
、
附
則
第
三
条

項
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項

の
五
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
三
条
の
六
の
規

及
び
附
則
第
三
条
の
六
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
条
、
第
二
十

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
条
、
第
二
十

資 料 １
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条
の
二
第
一
項
前
段
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二

条
の
二
第
一
項
前
段
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二

十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
四
条
の

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
四
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の

額
」
と
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所

額
」
と

得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び

に
附
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
先

物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
、
附
則

、
附
則

第
三
条
の
三
第
一
項
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一

第
三
条
の
三
第
一
項
及
び
附
則
第
三
条
の
五
第

項
及
び
附
則
第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
中
「
所

一
項

中
「
所

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び

に
附
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

に
附
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

区
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
二
十
条
の
二

区
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
二
十
条
の
二

第
一
項
後
段
及
び
第
二
項
中
「
所
得
割
の
額
」

第
一
項
後
段
及
び
第
二
項
中
「
所
得
割
の
額
」

と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
四

と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得

割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第
三
条
の
六
中

割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第
三
条
の
六
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額

並
び
に
附
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

並
び
に
附
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す

よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
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る
。

る
。

三
及
び
四

略

三
及
び
四

略

（
条
約
適
用
利
子
等
及
び
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る

（
条
約
適
用
利
子
等
及
び
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る

区
民
税
の
課
税
の
特
例
）

区
民
税
の
課
税
の
特
例
）

第
十
四
条
の
四

略

第
十
四
条
の
四

略

２

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に

２

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

略

一

略

二

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
、
第
二
十

二

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
、
第
二
十

一
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
三
条
の
三
第
一

一
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
三
条
の
三
第
一

項
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
、
附
則
第
三
条

項
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項

の
五
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
三
条
の
六
の
規

及
び
附
則
第
三
条
の
六
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
条
、
第
二
十

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
条
、
第
二
十

条
の
二
第
一
項
前
段
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二

条
の
二
第
一
項
前
段
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二

十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
四
条
の

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
四
条
の

四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の

四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の

額
」
と
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所

額
」
と

得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び

に
附
則
第
十
四
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
条

資 料 １
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約
適
用
利
子
等
の
額
」
と
、
附
則
第
三
条
の
三

、
附
則
第
三
条
の
三

第
一
項
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
及
び
附
則

第
一
項
及
び
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項

第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」

中
「
所
得
割
の
額
」

と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十

と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十

四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所

四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所

得
割
の
額
」
と
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
後
段

得
割
の
額
」
と
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
後
段

及
び
第
二
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

及
び
第
二
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
四
条
の
四
第
一

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
四
条
の
四
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合

項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合

計
額
」
と
、
附
則
第
三
条
の
六
中
「
所
得
割
の

計
額
」
と
、
附
則
第
三
条
の
六
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則

第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税

第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税

の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

三
及
び
四

略

三
及
び
四

略

３
及
び
４

略

３
及
び
４

略

５

第
三
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に

５

第
三
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に

は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

略

一

略

二

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
、
第
二
十

二

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
、
第
二
十

一
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
三
条
の
三
第
一

一
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
三
条
の
三
第
一
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項
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
、
附
則
第
三
条

項
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項

の
五
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
三
条
の
六
の
規

及
び
附
則
第
三
条
の
六
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
条
、
第
二
十

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
条
、
第
二
十

条
の
二
第
一
項
前
段
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二

条
の
二
第
一
項
前
段
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二

十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
四
条
の

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
四
条
の

四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の

四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の

額
」
と
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所

額
」
と

得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び

に
附
則
第
十
四
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
条

約
適
用
配
当
等
の
額
」
と
、
附
則
第
三
条
の
三

、
附
則
第
三
条
の
三

第
一
項
、
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項
及
び
附
則

第
一
項
及
び
附
則
第
三
条
の
五
第
一
項

第
三
条
の
五
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」

中
「
所
得
割
の
額
」

と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十

と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十

四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所

四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所

得
割
の
額
」
と
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
後
段

得
割
の
額
」
と
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
後
段

及
び
第
二
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

及
び
第
二
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
四
条
の
四
第
三

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
四
条
の
四
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合

項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合

計
額
」
と
、
附
則
第
三
条
の
六
中
「
所
得
割
の

計
額
」
と
、
附
則
第
三
条
の
六
中
「
所
得
割
の

資 料 １
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額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則

第
十
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税

第
十
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
区
民
税

の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
第
二
十
一
条

の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
第
二
十
一
条

の
二
第
一
項
中
「
第
十
六
条
第
四
項
」
と
あ
る

の
二
第
一
項
中
「
第
十
六
条
第
四
項
」
と
あ
る

の
は
「
附
則
第
十
四
条
の
四
第
四
項
」
と
す

の
は
「
附
則
第
十
四
条
の
四
第
四
項
」
と
す

る
。

る
。

三
及
び
四

略

三
及
び
四

略

６

略

６

略

第
二
条
に
よ
る
改
正
（
杉
並
区
特
別
区
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

新

条

例

旧

条

例

附

則

附

則

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。

る
。

一

略

一

略

二

附
則
第
十
四
条
の
四
の
改
正
規
定
（
第
三
項

二

附
則
第
十
四
条
の
四
の
改
正
規
定
（
第
三
項

の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
並
び
に
次
条
第
十
九

の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
並
び
に
次
条
第
二
十
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項
及
び
第
二
十
項

の
規
定

平
成
二
十
一

一
項
及
び
第
二
十
二
項
の
規
定

平
成
二
十
一

年
一
月
一
日

年
一
月
一
日

三

附
則
第
四
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
第

三

附
則
第
四
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
第

二
項
の
改
正
規
定
（
「
同
項
に
規
定
す
る
」
を

二
項
の
改
正
規
定
（
「
同
項
に
規
定
す
る
」
を

削
り
、
「
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
」
を
「
も
の

削
り
、
「
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
」
を
「
も
の

又
は
免
税
対
象
飼
育
牛
に
該
当
す
る
肉
用
牛
の

又
は
免
税
対
象
飼
育
牛
に
該
当
す
る
肉
用
牛
の

頭
数
の
合
計
が
二
千
頭
を
超
え
る
場
合
の
当
該

頭
数
の
合
計
が
二
千
頭
を
超
え
る
場
合
の
当
該

超
え
る
部
分
の
免
税
対
象
飼
育
牛
が
含
ま
れ
て

超
え
る
部
分
の
免
税
対
象
飼
育
牛
が
含
ま
れ
て

い
る
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
附
則
第

い
る
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
附
則
第

七
条
の
改
正
規
定
、
附
則
第
十
三
条
の
五
の
改

七
条
の
改
正
規
定
、
附
則
第
十
三
条
の
五
の
改

正
規
定
、
同
条
を
附
則
第
十
三
条
の
六
と
す
る

正
規
定
、
同
条
を
附
則
第
十
三
条
の
六
と
す
る

改
正
規
定
及
び
附
則
第
十
三
条
の
四
の
次
に
一

改
正
規
定
及
び
附
則
第
十
三
条
の
四
の
次
に
一

条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
次
条
第
七
項
か

条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
次
条
第
七
項
か

ら
第
十
三
項
ま
で
の
規
定

平
成
二
十
二
年
一

ら
第
十
五
項
ま
で
の
規
定

平
成
二
十
二
年
一

月
一
日

月
一
日

四

附
則
第
十
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
附

四

附
則
第
十
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
附

則
第
十
三
条
の
三
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
第

則
第
十
三
条
の
三
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
第

十
四
項
か
ら
第
十
八
項
ま
で
の
規
定

平
成
二

十
六
項
か
ら
第
二
十
項
ま
で
の
規
定

平
成
二

十
二
年
四
月
一
日

十
二
年
四
月
一
日

第
二
条

略

第
二
条

略

資 料 １



- 34 -

２
〜
７

略

２
〜
７

略

８

区
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
平
成
二

８

区
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
平
成
二

十
一
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
三

十
一
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
二
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
新
条
例

十
一
日
ま
で
の
間
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
新
条
例

附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
の

附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
の

配
当
等
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
上
場
株
式
等

配
当
等
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
上
場
株
式
等

の
配
当
等
に
係
る
配
当
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
項

の
配
当
等
に
係
る
配
当
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
項

前
段
の
規
定
に
よ
り
、
上
場
株
式
等
に
係
る
課
税

前
段
の
規
定
に
よ
り
、
上
場
株
式
等
に
係
る
課
税

配
当
所
得
の
金
額
（
同
項
前
段
に
規
定
す
る
上
場

配
当
所
得
の
金
額
（
同
項
前
段
に
規
定
す
る
上
場

株
式
等
に
係
る
課
税
配
当
所
得
の
金
額
を
い
う
。

株
式
等
に
係
る
課
税
配
当
所
得
の
金
額
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
課
す

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
課
す

る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
同
条
第
一
項
前
段

る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
同
条
第
一
項
前
段

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
上
場
株
式
等
に
係

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

る
課
税
配
当
所
得
の
金
額
の
百
分
の
一
・
八
に
相

合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相

当
す
る
額
と
す
る
。

当
す
る
額
と
す
る
。

一

上
場
株
式
等
に
係
る
課
税
配
当
所
得
の
金
額

が
百
万
円
以
下
で
あ
る
場
合

当
該
上
場
株
式

等
に
係
る
課
税
配
当
所
得
の
金
額
の
百
分
の
一

・
八
に
相
当
す
る
金
額

二

上
場
株
式
等
に
係
る
課
税
配
当
所
得
の
金
額
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が
百
万
円
を
超
え
る
場
合

次
に
掲
げ
る
金
額

の
合
計
額

イ

一
万
八
千
円

ロ

当
該
上
場
株
式
等
に
係
る
課
税
配
当
所
得

の
金
額
か
ら
百
万
円
を
控
除
し
た
金
額
の
百

分
の
三
に
相
当
す
る
金
額

９
及
び

略

９
及
び

略

10

10

新
条
例
附
則
第
十
三
条
の
五
の
規
定
は
、
平
成

新
条
例
附
則
第
十
三
条
の
五
の
規
定
は
、
平
成

11

11

二
十
二
年
一
月
一
日
以
後
に
区
民
税
の
所
得
割
の

二
十
二
年
一
月
一
日
以
後
に
区
民
税
の
所
得
割
の

納
税
義
務
者
が
交
付
を
受
け
る
同
条
第
一
項
に
規

納
税
義
務
者
が
交
付
を
受
け
る
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
源
泉
徴
収
選
択
口
座
内
配
当
等

定
す
る
源
泉
徴
収
選
択
口
座
内
配
当
等
（
次
項
及

び
第
十
四
項
に
お
い
て
「
源
泉
徴
収
選
択
口
座
内

に
つ
い
て
適
用
す
る
。

配
当
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

区
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
新
条
例
第

12

十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
二
年
一

月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間

（

第
十
四
項
に
お
い
て
「
特
例
期
間
」
と
い

う
。
）
内
に
交
付
を
受
け
た
源
泉
徴
収
選
択
口
座

内
配
当
等
に
係
る
所
得
に
つ
い
て
の
記
載
を
し
た

同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
る
場

資 料 １
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合
に
は
、
新
条
例
附
則
第
十
三
条
の
五
第
二
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
申
告
書
に
は
、
当
該

源
泉
徴
収
選
択
口
座
内
配
当
等
に
係
る
源
泉
徴
収

選
択
口
座
（
同
項
に
規
定
す
る
源
泉
徴
収
選
択
口

座
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
四
項
に
お
い

て
「
源
泉
徴
収
選
択
口
座
」
と
い
う
。
）
に
お
い

て
前
年
中
に
交
付
を
受
け
た
次
の
各
号
に
掲
げ
る

源
泉
徴
収
選
択
口
座
内
配
当
等
の
区
分
に
応
じ
当

該
各
号
に
定
め
る
所
得
に
つ
い
て
の
記
載
を
行
う

も
の
と
す
る
。

一

前
年
中
に
交
付
を
受
け
た
源
泉
徴
収
選
択
口

座
内
配
当
等
の
う
ち
、
そ
の
年
中
に
同
一
の
支

払
者
か
ら
支
払
を
受
け
る
べ
き
新
条
例
附
則
第

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
の
配
当

等
の
額
の
総
額
が
一
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
と

し
て
地
方
税
法
施
行
令
及
び
国
有
資
産
等
所
在

市
町
村
交
付
金
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
五
十
二
号
。
以

下
「
平
成
二
十
年
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則

第
七
条
第
十
項
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
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及
び
第
十
四
項
に
お
い
て
「
少
額
配
当
等
」
と

い
う
。
）

当
該
源
泉
徴
収
選
択
口
座
内
配
当

等
に
係
る
源
泉
徴
収
選
択
口
座
に
お
い
て
前
年

中
に
交
付
を
受
け
た
す
べ
て
の
少
額
配
当
等
に

係
る
所
得

二

前
年
中
に
交
付
を
受
け
た
源
泉
徴
収
選
択
口

座
内
配
当
等
の
う
ち
、
少
額
配
当
等
以
外
の
も

の
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
四
項
に
お
い
て

「
少
額
配
当
等
以
外
の
配
当
等
」
と
い
う
。
）

当
該
源
泉
徴
収
選
択
口
座
内
配
当
等
に
係
る

源
泉
徴
収
選
択
口
座
に
お
い
て
前
年
中
に
交
付

を
受
け
た
す
べ
て
の
少
額
配
当
等
以
外
の
配
当

等
に
係
る
所
得

略

略

12

13

区
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
新
条
例
附

14

則
第
十
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
す

る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
損
失
の
金
額
の
う
ち

に
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
年
法
律
第
二
十
一
号
）
附
則
第
三
条
第
十
六

項
の
特
別
徴
収
義
務
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
特

資 料 １



- 38 -

例
期
間
内
に
交
付
を
し
た
源
泉
徴
収
選
択
口
座
内

配
当
等
に
つ
い
て
徴
収
し
て
納
入
す
べ
き
都
民
税

の
配
当
割
の
額
の
計
算
上
当
該
源
泉
徴
収
選
択
口

座
内
配
当
等
の
額
か
ら
控
除
し
た
同
項
各
号
に
掲

げ
る
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
新
条
例
附
則
第
十

三
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
条

例
第
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
申
告
書
に
は
、

当
該
控
除
し
た
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額
の
区
分

に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
所
得
に
つ
い
て
の
記

載
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

当
該
控
除
し
た
金
額
の
う
ち
少
額
配
当
等
の

額
か
ら
控
除
し
た
額

当
該
源
泉
徴
収
選
択
口

座
内
配
当
等
に
係
る
源
泉
徴
収
選
択
口
座
に
お

い
て
前
年
中
に
交
付
を
受
け
た
す
べ
て
の
少
額

配
当
等
に
係
る
所
得

二

当
該
控
除
し
た
金
額
の
う
ち
少
額
配
当
等
以

外
の
配
当
等
の
額
か
ら
控
除
し
た
額

当
該
源

泉
徴
収
選
択
口
座
内
配
当
等
に
係
る
源
泉
徴
収

選
択
口
座
に
お
い
て
前
年
中
に
交
付
を
受
け
た

す
べ
て
の
少
額
配
当
等
以
外
の
配
当
等
に
係
る
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所
得

略

略

13

15

略

略

14

16

区
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
平
成
二

区
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
平
成
二

15

17

十
一
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
三

十
一
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
二
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正

十
一
日
ま
で
の
間
に
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方

す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方

税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
十
二
項
に
規
定
す

附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
十
二
項
に
規
定
す

る
上
場
株
式
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
上
場

る
上
場
株
式
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
上
場

株
式
等
」
と
い
う
。
）
の
譲
渡
（
新
条
例
附
則
第

株
式
等
」
と
い
う
。
）
の
譲
渡
（
新
条
例
附
則
第

十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
譲
渡
を
い

十
三

条

の

二

第
二

項

に

規

定
す

る
譲

渡
を

い

う
。
）
の
う
ち
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の

う
。
）
の
う
ち
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の

十
二
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
上
場
株
式
等
の

十
二
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
上
場
株
式
等
の

譲
渡
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
上
場
株
式
等
の
譲

譲
渡
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
上
場
株
式
等
の
譲

渡
に
よ
る
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得
及
び
雑
所
得

渡
に
よ
る
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得
及
び
雑
所
得

（
同
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る

（
同
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る

譲
渡
所
得
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
附

譲
渡
所
得
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
附

則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定

則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定

す
る
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
の
う
ち

す
る
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
の
う
ち

資 料 １
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当
該
上
場
株
式
等
の
譲
渡
に
係
る
事
業
所
得
の
金

当
該
上
場
株
式
等
の
譲
渡
に
係
る
事
業
所
得
の
金

額
、
譲
渡
所
得
の
金
額
及
び
雑
所
得
の
金
額
と
し

額
、
譲
渡
所
得
の
金
額
及
び
雑
所
得
の
金
額
と
し

て
地
方
税
法
施
行
令
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町

て
平
成
二
十
年
改
正
令
附
則
第
七
条
第
十
一
項

村
交
付
金
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
五
十
二
号
）
附
則
第
七

条
第
十
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金

額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
上
場
株
式
等
に
係

額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
上
場
株
式
等
に
係

る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て

る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て

課
す
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
新
条
例
附
則

課
す
る
区
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
新
条
例
附
則

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
上
場

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の

株
式
等
に
係
る
課
税
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
上
場

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に

株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
次
項
の
規

定
め
る
金
額

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
条
例
附
則

第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
新
条
例
第
十
八
条
の
規
定
の
適
用
が
あ

る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
を
い

う
。
）
の
百
分
の
一
・
八
に
相
当
す
る
金
額
と
す

に
相
当
す
る
金
額
と
す

る
。

る
。

一

上
場
株
式
等
に
係
る
課
税
譲
渡
所
得
等
の
金

額
（
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
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（
次
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
新
条
例
附
則
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
条
例
第
十
八
条

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用

後
の
金
額
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
五
百
万
円
以
下
で
あ
る
場
合

当

該
上
場
株
式
等
に
係
る
課
税
譲
渡
所
得
等
の
金

額
の
百
分
の
一
・
八
に
相
当
す
る
金
額

二

上
場
株
式
等
に
係
る
課
税
譲
渡
所
得
等
の
金

額
が
五
百
万
円
を
超
え
る
場
合

次
に
掲
げ
る

金
額
の
合
計
額

イ

九
万
円

ロ

当
該
上
場
株
式
等
に
係
る
課
税
譲
渡
所
得

等
の
金
額
か
ら
五
百
万
円
を
控
除
し
た
金
額

の
百
分
の
三
に
相
当
す
る
金
額

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
新

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
新

16

18

条
例
附
則
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

条
例
附
則
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
譲
渡
所
得
等
の
金

い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
譲
渡
所
得
等
の
金

額
」
と
あ
る
の
は
、
「
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
当

額
」
と
あ
る
の
は
、
「
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
当

該
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
の
う
ち
に

該
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
の
う
ち
に

資 料 １
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杉
並
区
特
別
区
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

杉
並
区
特
別
区
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
平
成
二
十
年
杉
並
区
条
例
第
三
十
七
号
）
附
則

（
平
成
二
十
年
杉
並
区
条
例
第
三
十
七
号
）
附
則

第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係

第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係

る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
か
ら
当
該
上

株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
か
ら
当
該
上

場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
を
控
除
し

場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
を
控
除
し

た
残
額
又
は
当
該
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得

た
残
額
又
は
当
該
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得

等
の
金
額
）
」
と
す
る
。

等
の
金
額
）
」
と
す
る
。

新
条
例
附
則
第
十
三
条
の
六
第
四
項
の
規
定
の

新
条
例
附
則
第
十
三
条
の
六
第
四
項
の
規
定
の

17

19

適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
十
五
項
の
規
定
の

適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
十
七
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
計
算
し
た
金
額

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
計
算
し
た
金
額

（
」
と
あ
る
の
は
、
「
計
算
し
た
金
額
（
新
条
例

（
」
と
あ
る
の
は
、
「
計
算
し
た
金
額
（
新
条
例

附
則
第
十
三
条
の
六
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ

附
則
第
十
三
条
の
六
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ

る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
。
」
と
す

る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
。
」
と
す

る
。

る
。

新
条
例
附
則
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用

新
条
例
附
則
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用

18

20

が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用

が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
十
七
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
計
算
し
た
金
額
（
」
と

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
計
算
し
た
金
額
（
」
と

あ
る
の
は
、
「
計
算
し
た
金
額
（
新
条
例
附
則
第

あ
る
の
は
、
「
計
算
し
た
金
額
（
新
条
例
附
則
第

十
四
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に

十
四
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
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は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
。
」
と
す
る
。

は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
。
」
と
す
る
。

略

略

19

21

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年

20

22

十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に
新
条
例
附
則

十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に
新
条
例
附
則

第
十
四
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
所
得
割
の
納

第
十
四
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
所
得
割
の
納

税
義
務
者
が
支
払
を
受
け
る
べ
き
同
項
に
規
定
す

税
義
務
者
が
支
払
を
受
け
る
べ
き
同
項
に
規
定
す

る
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
同
項
の
規
定
の
適
用

る
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
同
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
五
」
と
あ
る
の

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
五
」
と
あ
る
の

は
「
百
分
の
三
」
と
、
「
百
分
の
三
」
と
あ
る
の

は
「
百
分
の
三
」
と
、
「
百
分
の
三
」
と
あ
る
の

は
「
百
分
の
一
・
八
」
と
す
る
。

は
「
百
分
の
一
・
八
」
と
す
る
。

資 料 １
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杉並区特別区税条例等の主な改正点 

 

税
目 

改 正 内 容 関係条項 施行日 

１ 新たな住宅借入金等特別税額控除の創設 
  所得割の納税義務者が住宅の取得等をし
て平成 11 年から平成 18 年まで又は平成 21
年から平成 25 年までの間に居住の用に供し
た場合、前年分の所得税に係る住宅借入金等
特別税額控除額から前年分の所得税の額を控
除した金額につき、その５分の３に相当する
金額（58,500 円を限度とする。）を所得割
の額から控除する。 

区税条例 
附則第３条の
５の２ 
地方税法 
附則第５条の 
４の２

平成 22年１
月１日

２ 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除の創
設 

   平成 21 年１月１日から平成 22 年 12 月 31 
日までの間に取得した国内にある土地等で、
その年の１月１日において所有期間が５年を
超えるものの譲渡をした場合には、当該土地
等に係る長期譲渡所得の金額から 1,000 万円
（当該長期譲渡所得の金額が 1,000 万円に満
たない場合には、当該長期譲渡所得の金額）
を控除する。 

 

区税条例 
附則第 10 条 
地方税法 
附則第 34 条 

平成 22年４
月１日特 

別 

区 

民 

税 

３ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し
た場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の適用
期限の延長 
  優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡
した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の
適用期限を５年延長し、平成 26 年度までと
する。 

区税条例 
附則第 11 条 
地方税法 
附則第 34 条 
の２ 

公布の日

資 料 ２
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（注１）平成 20年杉並区条例第 37号

（注２）平成 20年法律第 21号

税
目 

改 正 内 容 関係条項 施行日 

 
４ 特定管理株式が価値を失った場合の株式等に
係る譲渡所得等の課税の特例の適用対象の追加

   特定管理株式が価値を失った場合の株式等
に係る譲渡所得等の課税の特例の適用対象に、
特定保有株式（平成 21 年１月４日において
特定管理株式であった株式で同月５日に特定
管理口座から払い出されたもののうち、同日
以後に当該株式と同一銘柄の株式を売買して
いないことが証明されたものをいう。）を追
加する。 

区税条例 
附則第 13 条
の２ 
地方税法 
附則第 35 条
の２の２

平成 22年１
月１日

特 

別 

区 

民 

税 ５ 上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対す
る税率の特例の見直し 

   平成 21 年１月１日から平成 23 年 12 月 31 
日までの間の上場株式等の配当所得及び譲渡
所得等に対する税率を 1.8％に軽減する。

改正区税条
例附則第２
条（注１） 
改正地方税
法附則第８
条（注２） 
 

公布の日


